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援に関してはこのようにうたわれております。

「良い統治，グッド・ガバナンスに基づく途上国

の自助努力を支援するため，これらの国の発展の

基礎となる人づくり，法制度構築や経済社会基盤

の整備に協力することは，我が国ＯＤＡの最も重

要な考え方である。このため開発途上国の自主性，

オーナーシップを尊重し，その開発戦略を重視す

る。その際，平和，民主化，人権保障のための努

力や経済社会の構造改革に向けた取り組みを積極

的に行っている開発途上国に対しては，これを重

点的に支援する」とうたわれております。ＪＩＣ

Ａといたしましても，ＯＤＡ大綱の中でもこのよ

うな形で法整備支援の重要性が述べられており，

ますます途上国からの本分野の協力を求められて

いる中で，この事業を世界の平和と発展に貢献

し，長期的な視点に立脚した真の国益を求める国

際協力として今後も積極的に協力していきたいと

考えております。 

 ＪＩＣＡの実施体制につきましてお話しします。

本年４月より，より計画的で効率的な事業を実施

するため種々の課題部を設置することを検討して

おります。法整備支援につきましても，従来地域

ごとに各地域部が対応していたものを，例えばガ

バナンスというような新しい課題の協力の枠組み

の中で，民主化支援，平和構築，人権保障などの

分野とも十分連携した重要政策支援として事業が

展開できる体制とすべく，今鋭意検討をしており

ます。 

 また，アジア地域等の経済統合支援，民間セク

ター開発等の新たな協力分野との連携のほか，Ａ

ＤＢや世銀，ＵＮＤＰ等の国際機関との協調につ

いても十分対応していく必要があると考えており

ます。 

 最後に，本日の連絡会におきましては法整備支

援の方策や，ＯＤＡ事業としての協力の在り方，

また，各ドナー間との連携の方策などにつき，是

非積極的な議論を深めていただきたいと思います。

本日の成果が実り多きものとなり，また，我が国

の法整備支援がますます発展していきますよう祈

念いたしまして，私のあいさつとさせていただき

ます。誠にありがとうございました。 

【司会（三澤）】  佐藤部長，どうもありがとう

ございました。 

基調講演 

「カンボジアにおけるドナー間協力の課題」 

竹下守夫 駿河台大学学長，一橋大学名誉教授 

 

【司会（三澤）】  それでは，これから基調講演

をいただきたいと思います。まずは竹下守夫先生

を御紹介いたします。 

 竹下先生につきましては改めて御紹介するまで

もございませんが，駿河台大学学長，一橋大学名

誉教授でいらっしゃいます。先生は司法制度改革

審議会会長代理，法制審議会会長等の要職をお務

めになり，法整備支援事業に関しては，ＪＩＣＡ

カンボジア法制度整備民事訴訟法部会長としてカ

ンボジア民事訴訟法起草の議論の牽引役であり，

まとめ役でいらっしゃいます。本日の先生の講演

の演題は「カンボジアにおけるドナー間協力の課

題」でございます。 

 では先生，どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

【竹下】  ただいま御紹介

いただきました竹下でござ

います。先ほどの田内部長の

お話にもございましたよう

に，今回の連絡会のテーマの

一つは，法整備支援のドナー

間の協力の問題ではないか 

思います。私はただいま御紹介いただきましたと

おり，カンボジア王国民事訴訟法案の起草支援事

業に関与しております関係で，そこで起こりまし

た各ドナー間の援助方針の齟齬抵触問題，コンフ

リクトの問題を具体例といたしまして，このドナ

ー間協力の課題について考えるところを申し上げ

たいと思います。 

 一つの開発途上国に対して複数のドナー国が支

援をする場合に抵触の問題が起こってくるという

ことは，私も昨年の連絡会で触れたところでござ

います。現在カンボジア王国では森嶌部会長を中

心とする民法典の起草支援と，私が責任者になっ

ております民事訴訟法典の起草支援作業が継続中

であることは，御承知いただいている方も多いと

思います。 

 現状は，２００３年，つまり昨年の３月初めま

でが第１期の支援事業でございましたので，民法

部会，民事訴訟法部会，双方とも法案を完成いた

しまして，昨年３月の期限にカンボジア側に引渡

しをいたしました。以後は民事訴訟法の点につい

てだけ申しますと，完成しました民事訴訟法案

は，現在閣僚評議会で審理中でございます。具体

的には，閣僚評議会の中の法律家委員会にかかっ

て検討されているという状況でございます。 

 ところが，昨年の８月になりましてカナダ政府

の支援を受けて，カンボジア商業省が中心になり

商事裁判所法案というものを作成しまして，それ

について，プノンペン在住のＪＩＣＡ長期派遣専
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門家である安田佳子弁護士に，これに対するコメ

ントを要請してくるという事態が起こりました。

商業省が中心となって商事裁判所法を制定すべく

作業中であるということは，実は昨年のこの連絡

会でどなたであったか忘れてしまったのですが，

私に対する質問をしてくださった方のお一人から

指摘されたところでございます。 

 当時，私どもが聞いておりましたのは，そうい

う動きが事実としてあるけれども，その商事裁判

所法の手続については民事訴訟法の規定を基本と

するということで，司法省側からはそのような情

報を提供されておりましたので，そのようにお答

えをしたと思います。 

 ところが，日本側にコメントを求めてまいりま

した商事裁判所法案を見ますと，広い意味でのコ

ンフリクトの問題があるということが明らかにな

りました。ただ，このコンフリクトは，単純に

我々の支援をしてまいりました民事訴訟法案の

規定と商業省がカナダ政府の支援を受けて作りま

した商事裁判所法案の規定とが正面から抵触する，

いわば食うか食われるかの関係にあるという抵触

ではございません。 

 こちらは一般法として民事訴訟法典の起草支援

をしたわけですけれども，示された商事裁判所法

案によりますと，特別裁判所として商事裁判所を

作る。その商事裁判所の裁判手続は，商事裁判所

法案自体に定められている外は，商事裁判所が定

める規則によるということになっております。ま

た，商事裁判所の事物管轄，どういう事件を扱う

かについても，その商事裁判所法案で決めるとい

って，これが非常に広範に及んでいるのです。 

 したがって，このまま商事裁判所法が成立する

と，民事訴訟法の方は成立しても，それが実際に

適用になる場面が非常に限定されてしまうと，そ

ういう性格の抵触問題でございます。つまり，二

つの法律は，その規定の上では別段矛盾するわけ

ではなく，その意味で両立しうるのですが，一方

が成立すると他方は実際上骨抜きになってしまう

という関係にあり，ここにこの問題の特色がある

わけでございます。これからドナー間の法整備支

援のコンフリクトという場合に，そういうものも

あり得るということを我々に知らせてくれる一つ

の重要な例ではないかと思います。 

 そのことについて，これから御説明をしてまい

りたいと思いますが，まずこの商事裁判所法案の

基本的な内容はただ今申したとおりでございます。

私どもの方といたしましては，自分達の支援で起

草した民事訴訟法案をディフェンスするだけでは

足りず，商事裁判所法案がそれ自体としていろい

ろな難点を含んでおり，そのまま法律として制定

させるのは妥当でないということを指摘して，こ

れを修正させないと支援をした目的を達しないと

いうことになるわけであります。本来であれば，

食うか食われるかの関係ではないわけですから，

こちらとしては自分たちの支援した民事訴訟法案

がそのまま法律になれば目的を達したことになる

はずなのですけれども，それでは実質的には目的

を達しないということになります。 

 そこで，他のドナー国の支援によって別に出て

きた商事裁判所法案自体に内在的に問題があると

いうことを指摘して，その商事裁判所法案の修正

を求めるということにならざるを得えません。私

どもが意識している重要な問題点は，レジュメ

（本誌連絡会資料１頁参照）に書きましたように，

第一は，この商事裁判所法案なるものはカンボジ

ア王国の憲法上いろいろ疑義があるということで

ので，そこに２点指摘してございます。 

 一つは，カンボジアの法律上，裁判官は司法官

職最高評議会，そこに書きました Supreme Council 
Magistracy というところの推薦によって，ロイヤ

ル・ディクリー，つまり勅令により任命するとい

うことになっております。ところが，この商事裁

判所法案では本来の Judge についてはその手続に

よるけれども，Associate judge，これは，陪席裁判

官を意味するものを考えられますので，そこでは

陪席裁判官という訳語を当ててございますが，こ

の Associate judge につきましては，司法官職最高

評議会が国王に推薦をする際に各省合同委員会の

意見に拘束されると定められております。 

 これも各省合同委員会と訳すのがよいかどうか

わかりませんが，an inter-ministerial commission と

いう英語の表現になっております。この構成を見

ますと，その中には商業省の代表，財務省の代表

というような行政機関の代表が入っているわけで

あります。陪席裁判官といえども司法権の行使の

担い手であることは間違いないわけでありまして，

司法官の任命に行政機関が関与をするということ

は，これはカンボジア憲法上疑義があるというの

が第１点であります。 

 第２点は，裁判所の規則制定権に関することで

あります。実はこの商事裁判所法案では裁判手続

についても規定を置いているのですが，具体的な

規定は１４条しかございません。私どもが支援を

しました民事訴訟法案では，強制執行を除いた，

本来の民事訴訟法に関する規定だけで３３３条と

いう非常に詳細なものでありますが，それに対し

て商事裁判所法案ではたった１４条しかない。な

ぜそれで第一審から上告審までの手続を記述でき

るかというと，商業裁判所には規則制定権がある

ということを前提にいたしまして，規則に譲ると

いう構成になっているからなのです。 

 これはカナダ政府が援助しているのですが，御

承知のとおり，英米法系の国では裁判所が規則制

定権を持つということが歴史的にも認められてま

いりましたし，現在それぞれの国の特別の議会の

授権法でそういうことが認められております。我

が国でも最高裁判所に規則制定権があるというの

は御承知のとおりでございます。 



 

  26

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・

 しかし，これらの国でも，当然に裁判所が規則

制定権を持つというわけではないようでありまし

て，アメリカでは，現在では１９３４年の裁判所

に対する授権法に基づいて裁判所が規則を制定し

ておりますし，日本は御承知のとおり，憲法第７

７条で明確に裁判所は裁判手続等について規則を

制定する権限があると決められているわけであり

ます。 

 一方，カンボジア憲法上は，レジュメに５１条

という条文だけ挙げておりますが，カンボジア憲

法５１条３項では「すべての権力は国民に属する。

国民はその権力を国民議会，上院，王国政府，司

法機関を通じて行使する。」と定め，また第４項で

「立法権，行政権及び司法権は分立する。」と決め

ております。したがって，この憲法を前提にする

と，商事裁判所が規則制定権を持つということは

明らかに憲法に反する疑いが強いということにな

ります。さらに，最高裁判所には規則制定権がな

いのに商事裁判所にだけあるというのも，一国の

法体系としては明らかに矛盾をしているというこ

とになるわけであります。 

 そこで，先ほど申しましたように，この場合の

コンフリクトというものが単純に食うか食われる

かの関係でないところから，こういうところまで

立ち入って問題点を指摘せざるを得ないというこ

とになるわけであります。 

 直接に裁判手続に関する規定で申しますと，問

題点としてレジュメに具体例として三つばかり挙

げております。まず，商事裁判所法案では，当事

者の出廷権，Right to appear を定めておりますが，

これは申すまでもなく近代訴訟法の大原則であ

り，裁判を受ける当事者が必ず裁判所から審問を

受けるということを保障するとの趣旨に出たもの

と思われます。 

 ところが，商事裁判所法案３５条では，当事者

は本人又は代理人によって出廷することができる

ということが定められているだけでありまして，

それが手続上どういう形で保障されるのかという

ことについては，すべて規則に譲ることになって

いるのであります。 

 これに対して，私どもが支援して起草しました

民事訴訟法案では，まず総則の規定で審問請求権

を保障すると定め，またいかなる場合にも対審審

理の原則を貫くということをうたいまして，更に

具体的な手続のところで口頭弁論は必ず公開の法

廷で対審審理によって行い，その期日には双方の

当事者を呼び出す，と定めておりますので，実質

的にこの権利が保障されるという仕組みになって

いるわけであります。 

 また第二に，訴え提起の方式につきましても，

商事裁判所法案によりますと，規則で定めるドキ

ュメントを裁判所にファイリングする。それによ

って訴えが提起されると規定しているだけであり

まして，一体どういう文書，日本で言えば訴状に

該当する文書に何を書くのかは，この法案自体で

は一切分からないということになっております。 

 第三に最も問題なのは，商事裁判所の事物管轄

でありまして，これが大変広範であります。長く

なりますが，御理解いただくために申しますと，

まず，商人間のコマーシャル・トランズアクショ

ン（a commercial transaction），これは全部商事裁

判所の管轄である。ミクスト・コントラクト(a 
mixed contract)というのは，一方が商人で他方が非

商人の場合でありますが，そのミクスト・コント

ラクトの場合には，非商人が商事裁判所で審判を

受けることを求めるという場合には，商事裁判所

の権限に属するということになっております。 

 さらにネゴシアブル・インストゥルメント

（negotiable instruments），有価証券に関連するト

ランズ・アクションは全部商事裁判所の管轄に属

するし，コマーシャル・エンタープライゼス法

（Law of Commercial Enterprises），つまり会社法に

関する事件も全部商事裁判所の管轄。倒産事件も

そうであります。それから，バンキング・アンド・

ファイナンシャル・インスティテューション(Law 
of Banking and Financial Institutions)に関するもの

もそうであり，フォーリン・エクスチェンジ

(Foreign Exchange)に関する事件もそうでありま

ります。プロダクト・アンド・サービスのクオリ

ティー・アンド・セイフティー法に関する事件

(Law on the Management of Quality and Safety of 
Products and Services)，製造物責任関係事件，マリ

タイム・ロー(maritime law)もそうであります。さ

らには不正競争，あるいは無体財産法等々は全部

商事裁判所の管轄ということにされております。 

 しかも，これだけ広い管轄権を認めながら予定

しております商事裁判所はプノンペンに一つ設置

するだけで，他は巡回裁判によって処理をすると

いう構成でございます。一体こういうことで果た

してカンボジアの司法制度を国際的に信頼あるも

のとして構成することができるのかどうかは，当

然非常に疑問になるわけであります。 

 このような形で我々の支援した民事訴訟法案と，

広い意味でのコンフリクトを生じる商事裁判所法

案というものが示されたわけであります。 

 当然，ＪＩＣＡの現地事務所並びに長期派遣専

門家から，ただいま申しましたような問題点を指

摘いたしました。そこで，カンボジア政府側も調

整が必要であるということは意識しているようで

ありまして，この点について，現在その調整をし

ようとしているようではありますが，カンボジア

政府側といたしましては，閣僚評議会の中に２０

０２年６月１８日の勅令によって設置されました

法律司法改革審議会，レジュメに書きましたよう

に英文の表記では，Council for Legal and Judicial 
Reform ということになっておりますけれども，こ

こが中心になって調整をしようとしているようで

あります。 
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 現地ＪＩＣＡ事務所長あての長期派遣専門家の

報告書によりますと，昨年の１０月１３日にこの

委員会で，各国の支援により起草された法律案の

審議の優先順位を定め，さらに矛盾調整を図るた

めの第１回のワークショップが開催され，そこで

アクションプランをこれから作成していくという

ことが提案されているとのことであります。 

 さらに，１１月１３日にはＪＩＣＡの長期派遣

専門家と協議をしたいということで，この委員会

と長期派遣専門家の安田さんとの間で協議が持た

れました。そこでは，日本の支援によってできた

民法案，民事訴訟法案は最優先課題にするという

方針が示されたようでございます。今後は分科会

つまり，タスクフォースという言い方もあるよう

でございますが，そういうものをつくって民事訴

訟法案は民事訴訟法の分科会で審議をするという

方針であるということが伝えられたとのことであ

ります。 

 先ほど来申しておりますように，最優先課題に

位置づけられるということ自体は結構でございま

すけれども，それだけではこちらの目的は達しな

いというところに，我々の当面している問題の難

しさがあるわけであります。 

 このような状況の中でカンボジアの司法省はど

ういう動きをしているかというと，我々のカウン

ター・パートでありました司法省の作業部会は，

これまで商業省がそういう内容の商事裁判所法案

を作成しようとしていることについて情報を全く

提供されていなかったということで，司法省のワ

ーキンググループとしては是非その修正を求めて

いきたい。できれば自分たちが対案を出したいと

まで言っているそうであります。しかし，これ

は，カンボジア国内の政治の力関係で，果たして

司法省だけでそういうことが実現できるのかにつ

いては，かなり疑問があるように思います。 

 他方，世銀がこの問題に絡んでまいりまして，

世銀としては，ドナー会議を開催して，そこで世

銀がイニシアチブをとって調整をしようという動

きを示しているようであります。２００３年８月

１５日に世銀主催のドナー会議が行われたという

報告をもらっておりますが，その後も類似の動き

があったかもしれません。詳細は承知しておりま

せん。 

 日本側の対応でございますけれども，ＪＩＣＡ

の現地事務所は非常に迅速に対応してくれました。

２００３年１０月２８日付でＪＩＣＡの現地事務

所長により「商事裁判所法草案にかかる商業省及

び司法省への文書による申入れ」が行われました。

このレターの中で，商事裁判所法案の問題点，先

ほど申しました憲法上の疑義，それから具体的な

手続規定の問題点を指摘し，日本の支援でできた

民事訴訟法案を実際上骨抜きにしかねないもので

あるということについて，注意を喚起するとかな

り強い調子で申し入れをしていただいております。

また，これには，ＪＩＣＡの長期派遣専門家の安

田さんによる逐条的な商事裁判所法案に対するコ

メントが付されております。どの規定がどういう

問題を含んでいるかということについての大変詳

細なものであります。 

 これに対しまして，私ども民事訴訟法作業部会

はどういう対応をいたしているかと申しますと，

長期派遣専門家が昨年８月半ばに商業省からコメ

ントを求められた段階で，すぐ私どものほうに連

絡が参りました。安田さんから，民事訴訟法部会

として緊急に簡単なものでもよいから差し当たり

のコメントが欲しいと言ってこられましたので，

私どもとしましては，８月末までにとりあえずの

コメントを出して長期派遣専門家に送付いたしま

した。 

 それから，昨年末現地で開催されました特別の

ワークショップの際に，私自身もＪＩＣＡの現地

事務所の仲介により商業大臣，及び官房長官に会

う予定にしておりましたところ，現地事務所がア

ポイントメントを取っておいて下さったのですが，

恐らく事務上の手違いで，商業省次官には会うこ

とができませんでした。しかし，ソク・アン官房

長官には表敬訪問を致しまして，こちらの意図を

伝えてまいりました。さらに，現地事務所の力石

所長の示唆によりまして，商業省の次官に直接会

えなかったものですから，文書で我々の意見を改

めて提出するということにいたしました。意見書

の内容は，先ほど問題点として申し上げたことで

あります。日本語で書きました意見書を，現在Ｊ

ＩＣＡ本部のほうで英文に訳してくれております

ので，英訳が完成しましたら，今月中にも現地に

送って，現地事務所を介して商業大臣・次官，さ

らには司法大臣・次官，官房長官等にも，その意

見書を渡して貰う予定にいたしております。 

 こういう状況の中で，一体こういう問題が起こ

ってきたときにだれがどう対応するのがよろしい

のかということについての，私なりの感想的な意

見でございますが，意見を申し上げたいと思いま

す。先ほどＪＩＣＡの佐藤部長も引き合いに出さ

れました新ＯＤＡ大綱によりますと，その基本方

針の一つとして，「国際社会における協調と連帯」

という箇所があり，そこでは国際社会においては

「国際機関が中心となって開発目標や開発戦略の

共有化が進み，様々な主体が協調して援助を行う

動きが進んでいる。我が国もこのような動きに参

加して主導的な役割を果たすよう努める。同時に，

国連諸機関，国際開発金融機関，他の援助国，Ｎ

ＧＯ，民間企業などとの連携を進める。特に専門

的知見や政治的中立性を有する国際機関と我が国

のＯＤＡとの連携を強化するとともに，これらの

国際機関の運営にも我が国の政策を適切に反映し

ていくよう努める。」と言われております。 

 これは既に政府の方針として決まったことでご

ざいますが，私はこの方針は極めて適切であると
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思います。こういう時代でございますから，国際

機関が中心となって調整を図るということが一般

原則としては必要なのだろうと思いますけれども，

とりわけ国際機関の運営にも我が国の政策を適切

に反映させていくよう努めるというところが重要

でございます。申すまでもなく，国際機関が常に

そのメンバー国のすべての意見を公平に代表する

とは限らないし，また，代表し得るものでもない

ということを考えますと，単に国際機関であるか

らというので，その調整のみに任せておくという

ことは適切ではないと思います。 

 そこで，少なくとも我々の当面しているこのＪ

ＩＣＡプロジェクトにかかわる問題について言え

ば，一体今のような基本方針，大方針のもとでど

こが権限と責任を持って交渉に当たるべきかと申

せば，私は，やはりＪＩＣＡにその権限と責任を

もって頂くほかないだろうと考えているわけであ

ります。もちろん我々専門家グループと情報を共

有し，対処方針等について協議をしていただく必

要はあると思いますけれども，責任を持って交渉

に当たるのはやはりＪＩＣＡであろうと考えてお

ります。 

 それは，なぜかと言えば，第一に，もともとこ

の法整備支援事業はＪＩＣＡのプロジェクトであ

るからであります。第二に，より実質的には各ド

ナー国の支援事業相互の矛盾抵触の調整をどうい

う手段，方法によって行うのが最も有効適切か

は，言うまでもなく一律に決定することは困難で

あり，具体的場合の諸条件にかかってくるわけで

あります。しかし，相手国政府内の調整に向けた

作業の見通しとか，相手国のいかなる部門と折衝

するのが適切か，あるいは国際機関とどの程度連

携を図るべきか，我が国はドナー間調整にイニシ

アチブをとるべきかというような様々な，しかも

相互に複雑に絡み合った考慮事項についての具体

的な判断は，おそらくＪＩＣＡのみが適切になし

得るだろうと思うからであります。 

 このことは冒頭から申しておりますように，私

ども民事訴訟法作業部会の直面しているこのやや

特殊なコンフリクトについても同様であろうと思

います。その意味で，今回のＪＩＣＡ現地事務所

及びＪＩＣＡ長期派遣専門家，また，もちろんＪ

ＩＣＡ本部の対応は極めて迅速で適切なものであ

ったと，私どもとしては大変高く評価し，感謝致

しているところでございます。 

 では，我々の役割は何かということになります

と，専門家としての作業部会の役割はＪＩＣＡに

対してこのような折衝に必要な専門的な助言，意

見を提供するということを原則とすべきであろう

と思います。法整備支援事業を担当する専門家グ

ループとしての国内作業部会は対外折衝の責任を

負い得ないわけでありまして，したがってその権

限もないと考えるのが当然ではないかと思います。

現在我々が準備している意見書も，あくまでもこ

れはＪＩＣＡの行動を側面からサポートするため

の専門的意見という趣旨でございます。責任を負

わない者，あるいは負い得ない者が直接折衝に当

たるということはおそらくあり得ない話であろう

と思うのであります。 

 最後に，昨年この連絡会で私はカンボジアの法

整備支援のプロジェクトについての管理運営体制

という問題について，誠に失礼ながらＪＩＣＡの

当時の体制について批判的な意見を申し上げまし

た。そのことも一つの契機になったかと思います

が，その後ＪＩＣＡの体制が変更され，現在では

当時とは変わっております。それが今回の問題に

つきましても非常に迅速，適切な対応をしていた

だけることになった，少なくとも一つの重要な理

由であったのではないかと考えております。 

 カンボジアの法整備支援プロジェクトはこの２

００４年１月３１日に第２フェーズのための実施

協定を締結する予定とうかがっておりますが，今

後ともＪＩＣＡが現在の方針，体制で対処して下

さることを希望いたします。我々もその体制の中

で十分責任を果たしてまいりたいと思っているこ

とを申し上げ，少し時間を超過いたしましたが，

私の基調講演とさせていただきます。御清聴あり

がとうございました。 

【司会（三澤）】  竹下先生，どうもありがとう

ございました。先生はこの後，所用のためお帰り

になられます。そのため，大変残念ですが，先生

には午後の自由討論に御参加いただくことができ

ません。そこで，先生に御質問がおありの方は，

是非今のこの機会にお話しくださいませ。なお，

お話しになる場合にはお手元のマイクをオンにし，

お話が終わりましたらオフにしていただきますよ

うお願い申し上げます。 

【竹下】  ちょっと参加者の皆様の御了解を得

ておくべきことを申し上げるのを失念しましたの

で，補足させていただいてよろしいですか。実は

本日この基調講演をお引き受けすることは昨年の

秋からお約束をしていたのでございますけれども，

その後事情の変化がございまして，本日は，これ

から直ぐに東京に帰らなくてはならないというこ

とになりました。本日の法整備支援連絡会の主催

者である法務総合研究所及びＪＩＣＡの関係者の

皆様はじめ参加者の皆様には大変失礼でございま

すが，御了解下さいますようお願い申し上げま

す。おくればせながらおわびを申し上げたいと思

います。 

【司会（三澤）】  どうぞ。 

【鈴木】  立命館アジア太平洋大学の鈴木と申

します。少しお聞きしたいのですが，いわゆるカ

ナダの専門家が商事裁判所法を提案したというこ

とですが，カナダは英米法の国だと思いますけれ

ども，英米法では法の支配のもとで特別裁判所は

認めないという考え方があると思います。カンボ

ジアでは，一つの最高裁のもとで商事裁判所を造
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って，そして民事裁判所を造るのですから，構わ

ないというふうにカナダの人は思ったということ

でしょうか。それとも，ケベックみたいな考え方

があって，特別裁判所を造ってもいいのではない

かということを考えたのでしょうか。そのどちら

のほうに属するのでしょうか。お聞かせ願いま

す。 

【竹下】  カナダ政府とカンボジアの商業省と

の間でどのようなことが話し合われたのかにつき

ましては，私どもは全く存じませんが，この商事

裁判所法は第一審の裁判所として位置づけられて

おりますので，商事裁判所の管轄に属する事件も，

第２審以上は一般の裁判所構成法上の高等裁判所，

最高裁判所の管轄に属することになります。ある

いはそういうこともあって，こういう一種の特別

裁判所，第一審限りの特別裁判所を設置しても差

し支えないという判断をされたのかもしれません。

あるいは，御承知のとおり，旧宗主国であるフラ

ンスには商事裁判所がありますから，カンボジア

側の意識では，それに倣おうとしたのかもしれま

せん。 

 ただ，先ほど申し上げたことからすぐお分かり

になるとおり，カンボジア政府としましては，外

資を呼び込むために投資家保護という観点から非

常に広範な事件を商事裁判所の管轄として，おそ

らく裁判官なども一般の裁判所とは違う，言って

みれば質の高い裁判官を集めて対外的な信用を得

たいというのが基本的な動機だと思います。 

 これも申し忘れましたが，私どもも，したがっ

て商事裁判所というものをカンボジア政府が設置

すること自体には一切反対はしない。それは政策

だから，結構であるが，問題は手続とその管轄

で，その点について問題点の指摘をしていると，

そういう状況でございます。 

【司会（三澤）】  よろしゅうございましょうか。 

 それでは，他に質問がある方，どうぞ挙手を願

います。よろしくお願いいたします。 

【松浦】  名古屋大学の松浦でございます。先

生のお話でもう少し御説明いただきたいのは，法

律案がカンボジアで出てきたときに，様々な省庁

が起草してくる法律案が相互に共有されるという

システムはどの程度あるのか。全くないと考えた

ほうがいいのか，それとも断片的に存在するのか

といったあたりを，もう少し御説明いただけない

でしょうか。 

【竹下】  一般的なことは存じないのですが，

法令上は先ほども申しました，Council for Legal 
and Judicial Reform，ここの権限の一つとして，そ

ういう法令相互間の調整をするということも含ま

れております。したがって，おそらくカンボジア

政府の体制としては，各省庁がここへ法案を持ち

込んで，ここで調整をするという建前になってい

るのだと思います。 

 この商事裁判所法案について言いますと，先ほ

どはそこまで触れなかったのですが，やや我々に

とって困った事態として，この法案に商業省の担

当次官と司法省の二人の次官のうち一人が署名を

しているという事実があります。司法省内部の意

思連絡の悪さとか同じ司法次官でも一人は人民党，

いま一人はフンシンペック党というような，種々

の事情からこのようなことが生じたのかもしれま

せん。司法省でも問題になったらしいのですが，

署名をした御本人は，自分自身も具体的な内容に

ついては知らなかったと言っているということで

ございます。 

【新美】  省庁間の調整については，このカウ

ンシルではなくて省庁間会議というのがありまし

て，それをスーパーバイズするのがこの改革評議

会であります。省庁間の調整会議の前提として法

律家委員会というものがあります。これは閣僚評

議会の中に用意されておりまして，法律専門職が

法案の具体的な中身について検討するということ

です。それをもとにして，省庁間会議におけるス

テアリングをこの法律家委員会で行うということ

になっています。 

 先ほど竹下先生がおっしゃったように提出され

ていて，今リーディングされているというのは，

この法律家委員会で現在始めようという，タスク

フォースが用意されて，始められようとしている

と私は情報を聞いております。ですから，改革評

議会はもっと大きな大所高所の方針決定とうかが

っております。 

【竹下】  補足をして頂きありがとうございま

した。省庁間会議というものがあるのかもしれま

せん。それはどういう法令的根拠・位置づけに基

づくのか存じませんが，私はこの Council for Legal 
and Judicial Reform の性格・権限について現地の長

期派遣専門家に問い合わせをいたしました。その

結果，この Council の根拠法令は，２００２年６

月１９日付けのロイヤル・ディクリーであり，こ

の Council の「責務と使命」については，このロ

イヤル・ディクリー４条によってサブディクリー

で定めるとされ，さらに同年８月２１日付けのサ

ブディクリーでは，Council の責務及び使命の中

に「司法にかかる各省及び機関並びにその他のリ

ーガル・アンド・ジュディシャルリフォームに関

係する機関の活動を調整すること」「国家及び国

際機関の援助を得るための関係創設及び調整を行

うこと」をも含めているとの回答を得ております。

したがって，このカウンシルの責務の一つとし

て，そういう省庁間の調整をやっていることは間

違いないと思います。 

 これの下になるのかどうかわかりませんが，具

体的には法律家委員会というのがあって，そこが

審査をしているということは，先程私も申しまし

たとおりです。 

【司会（三澤）】  よろしくお願いいたします。 

【金子】  神戸大学の金子と申します。世銀が
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調整に乗り出しているというお話でございました

が，世銀自身が投資家利益の擁護という方針で，

カンボジアのみならず近隣諸国におきまして特別

裁判所の設置，あるいはＡＤＲの促進ということ

を掲げていると理解しております。例えばタイ，

インドネシアといった近隣諸国でも既に世銀の指

導のもとで特別裁判所を設置して，全く同じよう

に大変広範な商業関係の管轄を集中する傾向があ

るということです。それは投資家の利害として現

地の裁判所は信用がならないので，迅速効率的な

特別の裁判所を造ってくれということが世銀自身

の方針としているように理解しております。そう

だといたしますと，世銀の調整というのは，結局

カナダの法案と一枚岩の方向が見えてくるのでは

ないかという懸念がございますけれども，先生は

どのように御覧になっておられるでしょうか。 

【竹下】  世銀の人自体に私はお会いしたこと

がないのでわかりませんが，ＪＩＣＡの現地事務

所，長期派遣専門家の話を聞きますと，カンボジ

アにおける世銀の代表の動きには，日本側として

はかなり疑問を持っている，懐疑的であるという

印象をもちました。また世銀の代表自身も自分は

法律家ではないと言っていると聞いております。 

 したがって，これはＪＩＣＡのほうの方針で私

がとやかく申すことではございませんけれども，

おそらくＪＩＣＡの方針としては世銀の調整にそ

のまま唯々諾々と従うというつもりではないだろ

うと思います。 

【司会（三澤）】  たくさん質問がおありかと思

いますが，時間の都合もございますので，これで

竹下先生の御講演を終了いたしたいと思います。

竹下先生，どうもありがとうございました。（拍

手） 

【竹下】  失礼いたします。 

（ 休   憩 ） 

基調報告 

「アジア諸国におけるＡＤＢの法整備支援活動 

とその連携について」            

アーサー M．ミッチェル 

アジア開発銀行（ＡＤＢ）法務局長 

ハミッド L．シャリフ 

同副局長（法整備支援担当） 

エヴェリン N．フィッシャー，同上 

 

【司会（三澤）】    それでは，次に，ＡＤＢ，ア

ジア開発銀行，アーサー Ｍ. ミッチェル氏，ハミ

ッド Ｌ. シャリフ氏，エヴェリン Ｎ. フィッシ

ャー氏による基調報告に移りたいと思います。本

日は，フィリピンＡＤＢ本部とテレビ会議システ

ムで接続しております。 

 ミッチェル氏は，ＡＤＢの法務局長でいらっし

ゃいますし，シャリフ氏とフィッシャー氏は，法

務局副局長であり，法整備支援を担当しておられ

ます。ですから，特にミッチェル氏は，京都大学

大学院で日本の政治学を研究なさったこともあり，

大変な知日家でいらっしゃいます。そこで，本日

は，このお三方に，アジア諸国におけるＡＤＢの

法整備支援活動とその連携について御報告をいた

だきたいと思います。なお，本日は，通訳を用意

しておりませんので，その点は御了承いただきた

いと思います。 

【司会（三澤）】    Good morning, Mr. Mitchell, Mr. 
Sharif and Ms. Fischer.  Could you hear me? 
【ミッチェル】    Yes, we can hear you. 
【司会（三澤）】    My name is Misawa, an attorney 
of the Ministry of Justice, Japan.  I am the presenter 
of this conference.  Nice to meet you. 
【ミッチェル】    It’s nice to meet you.  Thank 
you. 
【司会（三澤）】    We appreciate your participation 
in this conference and we are interested in your 
presentation and ADB’s activities, because we think 
the cooperation or coordination among donors is 
becoming more important.  I have already introduced 
you to the audience in Japanese.  So would you start 
your presentation? 
【ミッチェル】    Yes, we will.  Thank you.  I’d 
like to mention that I agree with you that the 
coordination among donors is very important. 
    I’m going to take a few minutes to give you a 
brief overview of the directions in which we are going, 
and then Mr. Sharif will give you more specific details 
about our activities throughout the region, and Ms. 
Fischer will focus on Vietnam and Cambodia. 
    The ADB has been involved in law and policy 
reform for seven to eight years.  We have a great deal 
of experience now throughout the region.  Currently, 
we are in the process of trying to distill the lessons 
that we have learned through this experience. 
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